
出
資
一
口
の
金
額
の
減
少
公
告 

当
組
合
は
、
令
和
四
年
十
一
月
十
二
日
の
臨
時
総
代
会
に
お
い
て
、
出
資
一
口
の
金
額
を
二

千
円
か
ら
千
円
に
減
少
す
る
こ
と
を
決
議
し
ま
し
た
。 

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お

申
し
出
く
だ
さ
い
。 

令
和
五
年
二
月
八
日 
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